
○ 「ラーケーションの日」は、子どもが保護者等とともに、平日に、
校外（家庭や地域）で、体験や探究の学び・活動を自ら考え、企画
し、実行することができる日です。

〔 確認して、□に を入れましょう 〕
□ 「ラーケーションの日」の意義を理解しました。
□ 保護者等と一緒に活動します。
□ 学校で受けられない授業の内容は、家庭で自習をします。
□ 給食の取扱いについて、学校のルールを確認しました。

○ ２週間前までの提出であれば、給食を欠食します。それ以降は、給食費
を徴収させていただきます。

○ ４月の申請は始業式より受け付けます。年度をまたいでの申請はできま
せん。

○ ３学期の給食欠食対応は、12月15日（週休日の場合は前平日）までの申
請が対象です。給食欠食を伴わない申請は、取得日前日まで可能です。

○ 急な事情等により、申請を取り消す場合は保護者の方から学校にご連絡
ください。

○ ２週間以上前に連絡をいただければ、給食欠食を取り消しますので当日
給食を提供できます。それ以降の場合は当日、弁当を持たせてください。

□ 学校から示された方法で、期限（取得前日）までに届け出ます。

○ 活動する日 ：

○ 活動する場所：

○ 学ぶこと ：

１ 確認する

２ 計画を立てる

〔 〕年〔 〕組〔 〕番

保護者氏名（自署） 生徒氏名（自署） .

学校記入 ： □ 給食の欠食をしました □ 給食の欠食はしていません

「ラーケーション
の日」を取るのは、

日目
（年間３日まで）

受 付 印
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